
内
部
牽
制
組
織
の
弱
点
に
、
つ

、

）

て

高
　
　
尾

忠
　
　
男

一二三四

開
　
　
　
題

内
部
牽
制
組
織
の
本
質
仕
組

内
部
牽
制
組
織
の
弱
点

帰
　
　
　
縞

　
　
　
　
　
一

　
企
業
経
営
は
そ
の
本
来
の
事
業
目
的
を
し
て
、
最
も
有
機
的

に
経
済
活
動
を
営
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、

い
つ
に
最
大
利
潤
の
獲
得
に
あ
る
と
と
も
に
、
究
極
の
目
標
は

企
業
経
営
の
健
全
な
る
発
展
の
促
進
を
期
待
す
る
に
あ
る
。
こ

の
最
大
利
潤
の
獲
得
並
び
に
企
業
経
営
Ｏ
健
全
な
る
発
展
を
期

待
す
る
が
た
め
に
は
、
周
知
の
如
く
よ
り
よ
き
経
営
の
合
理
化

を
図
る
こ
と
が
一
般
的
に
み
て
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

　
　
内
部
牽
制
組
織
の
弱
点
に
．
つ
い
て
（
高
尾
）

糞
言
を
要
し
な
い
。

　
経
営
者
が
事
業
を
合
理
的
に
経
営
し
て
行
く
た
め
に
は
、
そ

の
企
業
の
経
理
上
の
責
任
と
し
て
絶
え
ず
そ
の
財
産
を
、
管
理

し
、
事
務
能
率
の
向
上
を
企
図
し
、
さ
ら
に
経
理
上
の
諾
種
の

必
要
会
計
資
料
と
し
て
目
六
使
用
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
全
資
料

が
、
却
ち
真
実
で
あ
り
、
常
に
正
確
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

絶
対
的
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
企
業
の
関
係
従

事
員
一
会
計
当
事
者
）
が
、
自
ら
作
成
し
た
も
の
、
ま
た
は
記

録
計
算
整
理
し
た
と
こ
ろ
の
関
係
帳
簿
書
類
に
、
い
ヤ
し
く
も

誤
謬
等
が
実
在
し
て
い
る
が
如
き
こ
と
が
、
絶
対
に
生
じ
て
は

い
け
な
い
の
で
あ
る
、

　
故
に
何
等
か
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
理
手
続
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
（
七
二
三
）



　
　
立
命
飽
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
六
吾
）

作
成
さ
れ
た
諾
会
計
資
料
及
び
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
、
そ
の
作

成
上
の
各
過
程
に
お
け
る
関
係
従
事
員
の
責
任
、
所
在
を
明
確

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
任
意
な
処
理
、
勝
手
な
記
録
等
の
出

来
え
な
い
仕
組
と
す
る
は
勿
論
、
こ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
内

容
事
項
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
吟
味
（
○
○
ｓ
昌
一
慕
）
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
確
実
性
を
把
握
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
所
謂
、

企
業
経
営
の
健
全
な
る
存
続
発
展
上
、
必
須
的
要
件
と
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
取
引
上
の
誤
謬
、
虚
偽
、
不
正
、
脱
漏
を
防
止
す

る
と
と
も
に
、
財
産
（
資
産
、
負
債
を
含
む
一
の
故
意
に
ょ
る
、

過
小
過
大
表
示
（
資
産
の
横
領
私
消
、
負
債
の
架
空
計
上
）
、

さ
ら
に
経
営
上
に
お
け
る
不
要
諾
経
費
等
を
最
少
限
度
に
、
出

来
る
だ
け
防
止
発
見
せ
ん
と
す
る
意
図
は
、
必
然
的
な
要
求
○

結
果
と
し
て
当
然
な
こ
と
で
あ
る
と
云
い
う
る
、
こ
の
防
止
発

見
せ
ん
と
す
る
意
図
を
、
経
営
内
部
事
務
上
に
あ
り
て
最
も
合

理
的
、
白
動
的
に
実
行
さ
れ
う
る
よ
う
な
考
慮
の
下
に
、
工
夫

立
案
し
た
も
の
が
内
部
牽
制
組
織
（
；
ｃ
『
；
；
－
套
÷
コ
○
Ｋ
参
冒
）

で
あ
り
、
か
か
る
内
部
牽
制
組
織
は
、
今
目
の
高
度
に
し
て
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
七
二
四
）

雑
せ
る
近
代
企
業
の
経
営
内
部
に
生
起
す
る
巨
六
の
取
引
事
象

は
、
会
計
学
的
立
場
よ
り
す
る
会
計
手
続
処
理
上
に
お
い
て
も
、

さ
ら
に
こ
れ
が
、
監
査
論
的
立
場
か
ら
す
る
監
査
手
続
上
○
内

部
監
査
実
施
上
に
お
い
て
も
、
如
何
に
重
要
か
つ
必
要
性
が
あ

る
か
、
ま
た
ユ
、
の
効
果
が
顕
著
、
て
あ
る
か
に
つ
い
て
は
衆
知
の

ご
と
く
、
す
で
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
種
六
の
研
究
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
監
査
論
の
立
場
か
ら
、
内
部
牽
制
組

織
の
「
弱
点
」
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二

　
内
部
牽
制
組
織
は
旨
奪
；
；
』
毒
斤
○
○
苫
け
¢
己
の
邦
訳
で
あ

る
が
た
め
、
今
Ｒ
に
至
る
も
種
次
の
名
称
を
以
て
呼
ば
れ
て
い

る
、
す
な
わ
ち
自
動
的
監
査
制
度
を
は
じ
め
と
し
て
内
部
蝋
合

組
織
、
内
部
抑
制
細
織
、
内
都
突
含
紬
織
、
内
部
白
検
制
度
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
１
）

内
部
交
合
組
織
な
ど
の
そ
れ
で
あ
る
、

　
こ
の
内
部
牽
制
組
織
の
木
質
什
組
が
如
何
た
る
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
い
ろ
い
ろ
に
な
さ
れ
、

学
者
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
○
で
あ
る



（
註
２
）

が
、
こ
こ
に
そ
の
若
干
の
諾
説
を
あ
げ
て
み
る
に

　
エ
ッ
グ
ル
ス
ト
一
■
奏
Ｈ
賓
◎
冒
）
氏
は
、
独
立
し
た
相
異
し

た
人
六
を
し
て
同
様
の
結
果
に
帰
一
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
　
（
註
３
）

計
算
上
の
正
確
さ
を
立
証
せ
ん
と
す
る
会
計
上
の
仕
組
で
あ
る
。

と
述
へ
、
ベ
ン
ネ
ッ
ト
（
ま
昌
ｇ
）
氏
は
、
内
部
牽
制
組
織
お

よ
び
、
こ
れ
に
関
連
を
も
つ
事
務
処
理
を
連
結
し
、
共
に
活
動

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
会
計
係
が
独
立
し
て
自
己
の
事
務
を
遂

行
す
れ
ば
、
ン
、
れ
が
直
接
、
他
の
会
計
係
の
事
務
結
果
の
正
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
４
）

を
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
如
く
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と

し
、
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
（
事
ｏ
巨
零
旨
¢
ｑ
）
氏
は
、
内
部
牽
制

組
織
と
は
、
企
業
の
詳
細
に
つ
い
て
、
係
員
達
に
よ
っ
て
継
続

監
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
会
杜
の
記
録
・
方
法
・
詳
細
が
完
成

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
仕
組
で
あ
り
、
ど
ん
た
部
分
で
あ
っ
て
も
一

係
員
の
絶
対
的
な
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、

せ
ぱ
、
各
係
員
の
仕
事
が
他
の
係
員
○
仕
事
に
対
し
て
補
足
的

に
な
る
よ
う
に
簿
記
ｏ
方
法
と
手
続
と
を
配
慨
す
る
こ
と
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
討
５
）

味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、

　
故
吉
田
良
三
博
士
は
、
内
部
牽
制
組
織
と
は
会
杜
内
都
の
組

　
　
内
部
牽
制
組
織
の
弱
点
に
つ
い
て
（
高
尾
）

織
に
お
い
て
、
各
係
員
の
担
当
事
務
が
互
い
に
相
牽
連
す
る
よ

う
に
按
配
さ
れ
て
い
て
、
或
者
の
し
た
事
務
の
正
否
が
他
の
者

が
し
た
事
務
に
よ
っ
て
、
自
然
に
検
証
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
而
し
て
こ
れ
が
た
め
に
は
、
事
務
取
扱
上
及
び
記
帳
手
続

上
、
如
何
な
る
取
引
も
或
一
員
の
絶
対
的
支
配
下
に
置
か
れ
な

い
よ
う
、
事
務
分
掌
を
規
定
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
て
、
各

取
引
の
記
帳
及
び
之
に
関
す
る
事
務
取
扱
に
つ
き
常
に
二
人
以

上
の
者
が
関
係
す
る
よ
う
、
更
に
理
想
と
し
て
は
、
各
取
引
に

関
係
す
る
者
が
、
な
る
べ
く
多
数
と
な
る
よ
う
そ
の
会
計
を
組

　
　
　
　
　
　
　
（
註
６
）

織
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
と
定
義
づ
け
、
野
本
教
授
は
、
内
部

牽
制
組
織
と
は
一
つ
の
事
務
を
相
独
立
す
る
二
人
以
上
で
行
い
、

以
っ
て
或
る
者
の
行
っ
た
事
務
の
正
否
が
他
の
者
の
行
っ
た
事

務
に
よ
っ
て
検
せ
ら
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
組
織
を
い
う
と

さ
れ
、
さ
ら
に
旧
鳥
教
授
は
、
内
部
牽
制
組
織
と
は
、
経
営
内

部
の
組
織
に
お
い
て
、
事
拷
竹
理
と
記
帳
手
続
を
巧
み
に
連
給

さ
せ
て
、
各
取
引
に
つ
い
て
二
人
以
上
ｏ
者
の
分
担
し
ユ
．
に
事
拷

が
万
い
に
桐
関
連
し
て
、
一
員
Ｏ
処
理
す
る
事
務
が
他
員
Ｏ
処

理
せ
る
事
務
と
符
合
す
る
か
、
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
止
（
七
二
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
六
号
）

が
白
Ｈ
動
的
に
検
証
せ
ら
れ
、
ま
た
は
、
協
調
す
る
よ
う
に
仕
組

　
　
　
　
　
　
　
（
註
８
）

ま
れ
た
制
度
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

　
以
上
の
諾
説
に
よ
り
内
部
牽
制
組
織
の
本
質
仕
組
は
、
明
ら

か
な
る
如
く
、
取
引
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
必
ず
二
人
以
上
数

人
の
関
係
従
事
員
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
行
わ
せ
し
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
二
人
以
上
数
人
の
関
係
従
事
員
の
な
せ
る

会
計
手
続
（
記
録
、
計
算
、
整
理
一
が
ン
、
れ
ぞ
れ
の
記
録
計
算

と
相
関
連
し
、
し
か
も
こ
れ
ら
は
、
そ
の
全
部
が
同
体
と
な
っ

て
所
謂
、
取
引
上
完
全
な
る
会
杜
事
務
手
続
上
の
処
理
が
出
来

る
こ
と
で
あ
ザ
、
そ
の
二
人
以
上
数
人
の
関
係
従
事
員
の
な
し

来
っ
た
仕
事
が
、
各
六
相
符
合
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
相
互

的
に
そ
の
記
録
計
算
の
正
否
が
自
ら
検
証
さ
れ
得
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
以
上
、
数
人
間
の
記
録
計

算
が
究
極
に
お
い
て
不
一
致
、
で
あ
れ
ば
、
必
ず
誤
謬
、
虚
偽
、

脱
漏
、
不
正
が
実
在
す
る
に
相
違
な
き
こ
と
が
判
然
と
さ
れ
、

反
対
に
そ
れ
ら
が
完
全
に
一
致
す
れ
ば
一
応
そ
の
正
確
性
を
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
９
）

証
し
て
差
支
え
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
要
す
る
に
内
部
牽
制
組
織
は
、
端
的
に
云
う
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
（
七
二
六
）

そ
れ
は
責
任
の
分
割
方
法
で
あ
り
、
所
謂
会
計
手
続
上
の
分
化
、

　
　
　
　
　
　
（
註
１
０
）

分
業
制
度
で
あ
り
、
も
し
故
意
に
不
正
虚
偽
を
隠
蔽
せ
ん
と
す

る
が
た
め
に
は
、
関
係
従
事
員
○
共
同
連
携
謀
議
な
く
し
て
は

不
可
能
と
な
り
、
換
言
せ
ば
全
員
○
謀
議
成
立
を
絶
対
的
に
不

可
欠
要
件
た
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
註
１
）
　
神
馬
博
士
は
こ
の
制
度
を
一
般
に
内
部
牽
制
組
織
（
ヲ
一
ざ
、

　
　
；
己
Ｑ
一
８
一
・
○
○
ｋ
き
；
）
ま
た
は
白
動
的
監
査
制
度
（
＞
巨
。
、
一
一
邑
ｏ

　
　
＞
己
岸
○
０
Ｋ
き
；
）
と
称
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
神
馬
新
七
郎
「
虚
偽
の
組
織
的
発
見
手
段
と
し
て
の
内
部
牽
制
組

　
　
織
」
監
査
第
一
巻
第
三
号
四
〇
頁
。

　
　
久
保
田
教
授
は
内
部
牽
制
組
織
は
内
部
照
合
制
度
又
は
内
部
自
検

　
　
制
度
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
閤
点
は
引
用
者
）

　
　
久
保
田
音
二
郎
著
「
会
計
監
査
」
ニ
ニ
五
頁

　
　
弓
ぎ
冒
勺
８
目
氏
は
内
部
照
合
組
織
（
Ｈ
邑
９
暮
－
Ｑ
一
８
斤
Ｏ
ｏ
毛
冨
冒
・

　
　
Ｈ
巨
ｏ
昌
巳
Ｏ
ア
８
一
（
ぎ
サ
ｑ
Ｏ
ｃ
竜
一
〇
冒
－
Ｏ
○
岩
言
冒
◎
｛
Ｈ
目
冨
昌
巴
Ｏ
－
一
８
斤
）
は

　
　
内
部
索
制
組
織
、
内
部
突
合
組
織
、
内
部
校
合
組
織
、
内
部
抑
制

　
　
組
織
、
内
部
突
合
法
、
内
部
校
合
法
等
の
名
称
を
以
て
呼
ば
れ
る

　
　
が
、
内
部
監
査
手
続
（
５
奪
昌
一
＞
己
三
潟
軍
８
・
ま
冨
）
と
す
る

　
　
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
い
る

　
　
弓
－
き
冒
－
）
・
・
◎
目
一
＞
８
８
昌
ま
げ
ｑ
コ
ｏ
弓
一
〇
昌
♂
予
－
ミ

　
　
近
沢
弘
治
著
「
監
査
の
理
諭
と
実
際
」
八
一
頁

　
（
２
）
　
最
も
狭
義
に
解
す
る
者
は
こ
れ
を
会
計
組
織
の
一
部
と
す
る
。

　
　
却
ち
会
計
数
値
の
正
確
性
が
異
な
る
人
達
の
独
立
し
て
同
一
結
果



　
に
１
到
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
よ
う
な
会
計
組
織
だ
と

　
み
る
と
い
わ
れ
て
い
る
、

　
田
島
四
郎
稿
「
内
部
牽
制
組
織
の
本
質
と
そ
の
基
本
原
理
」
監
査

　
第
三
巻
第
三
号
五
頁

（
３
）
篶
ぴ
・
重
昌
£
＞
邑
巨
ぴ
・
軍
・
邑
責
、
・
お

（
４
）
ま
昌
３
墨
婁
し
冨
Ｏ
・
目
言
一
；
き
邑
・
＞
。
。
、
、
簑
鼻
・
。
し
二

（
５
）
亭
碁
・
貢
三
ま
書
お
一
皇
８
ｑ
竃
竃
・
。
ま
、
一
曇
婁
ヌ

　
、
一（

６
）
　
吉
田
良
三
著
「
会
計
監
査
総
論
」
八
三
頁

く
７
）
　
野
本
悌
之
助
稿
「
商
集
経
済
諭
叢
」
第
九
巻

（
８
）
　
田
島
四
郎
稿
「
内
部
牽
制
組
織
の
本
質
」
同
文
館
刊
簿
記
会

　
計
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
一
、
二
二
二
頁

（
９
）
　
こ
の
よ
う
な
検
証
組
織
に
．
つ
い
て
複
式
簿
記
法
的
機
構
よ
リ

　
説
明
さ
れ
て
い
る
の
に
。
久
保
田
教
授
が
お
ら
れ
る
。

　
久
保
田
音
二
郎
著
「
前
掲
著
書
」
二
二
五
頁
。

（
１
０
）
　
こ
の
分
業
制
度
に
。
つ
い
て
は
田
島
教
援
が
詳
述
さ
れ
て
お
ら

　
れ
る
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。

　
田
島
四
郎
稿
「
前
掲
論
文
」
監
査
九
頁
－
１
＋
二
頁
、
、

三

　
如
何
な
る
内
谷
の
企
業
経
常
で
あ
る
に
せ
よ
、
ン
、
ｏ
経
営
活

動
中
に
お
い
て
内
部
牽
制
組
織
を
設
定
実
施
せ
ん
と
す
る
桁
標

は
、
前
述
せ
る
如
く
、
い
つ
に
複
雑
高
度
に
工
て
大
規
模
化
せ

　
　
内
部
牽
制
組
織
の
弱
点
に
つ
い
て
（
高
尾
）

る
近
代
産
業
機
構
を
形
成
し
て
い
る
経
営
内
部
に
、
生
起
す
る

で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
計
画
的
、
作
為
的
、
偶
発
的
の

誤
謬
、
虚
偽
ま
た
は
詐
歎
不
正
（
以
下
単
に
誤
謬
と
す
る
）
が
、

こ
の
内
都
牽
制
組
織
を
採
用
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
最
大
隈
度
ー

に
、
経
営
処
理
、
会
計
事
務
手
続
上
の
不
真
実
、
不
確
実
性
を

防
止
発
見
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

　
し
か
る
に
先
述
せ
る
本
質
、
仕
組
、
指
標
の
機
能
を
有
つ
と

こ
ろ
の
か
か
る
内
部
牽
制
組
織
も
、
監
査
論
の
一
側
面
か
ら
み

る
と
き
そ
の
「
弱
点
」
が
見
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は

如
何
に
す
ぐ
れ
た
よ
き
機
能
を
有
つ
内
部
牽
制
組
織
で
あ
る
と

す
る
も
、
こ
れ
を
実
施
し
運
用
す
る
の
は
、
こ
れ
「
人
」
の
行

う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
係
従
業
員
（
会
計
当
事
者
）
自
身
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
も
Ｏ
で
あ
る
が
故
に
、
内
部
牽
制
組
織
に
よ
っ

て
防
止
発
兇
さ
れ
得
る
範
聞
の
誤
謬
は
、
ユ
、
の
「
人
」
　
（
会
計

当
事
者
）
Ｏ
学
識
経
験
の
結
果
か
ら
抽
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
誤

謬
に
限
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
到
底
、
監
査
人
＞
一
己
ぎ
・
の
学
識
経
験

に
も
と
ず
い
た
結
果
的
な
誤
謬
の
防
止
発
見
に
ま
で
及
ぶ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
（
七
二
七
）



　
　
立
命
館
，
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
六
吾
）
　
』

が
出
来
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
内
部
牽
制
組
織

は
、
目
六
の
生
起
す
る
取
引
事
項
を
原
始
記
録
を
し
て
、
会
計

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
■
　
　
■
　
　
、
　
　
、

事
務
手
続
上
の
過
程
中
に
あ
り
て
の
誤
謬
を
防
止
発
見
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
　
（
こ
れ
は
、
内
部
牽
制
組
織
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
ｕ
）

注
意
す
べ
き
点
で
も
あ
る
）
こ
と
さ
ら
に
巳
六
の
取
引
活
動
に

よ
る
会
計
事
務
手
続
範
囲
外
の
、
特
殊
的
、
例
外
的
業
務
に
つ

い
て
の
誤
謬
の
防
止
発
見
が
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
内
部
牽
制
組
織
は
、
会
計
事
務
手
続
上
に
関

し
て
は
二
人
以
上
数
人
、
多
人
数
に
必
ず
分
担
責
任
化
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
務
処
理
上
の
誤
謬
を
防
止
発
見
さ
せ

よ
う
と
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
反
対
に
数
人
に

分
担
責
任
化
さ
せ
る
こ
と
の
不
可
能
な
業
務
に
関
連
あ
る
も
の

の
誤
謬
は
防
止
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ン
、
の
目
的
を

達
成
す
る
こ
と
が
出
来
え
な
い
場
合
を
招
来
す
る
こ
と
も
あ
り

得
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
上
言
し
た
目
六
の
取
引
活
動
に
よ
る
会
計
事
務
手
続

上
の
範
囲
外
の
特
殊
的
、
例
外
的
な
業
務
に
つ
い
て
の
も
の
、

ま
た
は
数
人
に
分
担
責
任
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
（
七
二
八
）

関
連
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
が
発
生
す
る
根
本
原
因

は
、
云
う
ま
、
て
も
な
く
企
業
経
営
者
〇
一
方
的
、
独
善
的
手
段
、

ン
、
の
企
業
○
実
態
に
つ
い
て
事
実
と
相
反
し
た
報
告
を
事
業
関

係
者
に
な
し
た
場
合
な
ど
に
よ
っ
て
、
故
意
に
な
し
た
結
果
生

じ
た
と
こ
ろ
の
例
え
ば
、
対
企
業
の
信
用
上
（
信
用
政
策
目

的
）
、
対
課
税
の
対
策
上
（
納
税
政
策
目
的
）
と
ら
れ
る
架
空

の
過
大
過
小
表
示
ま
た
は
、
蛉
配
当
な
ど
の
誤
謬
は
、
企
業
経

営
に
お
け
る
会
計
事
務
手
続
上
に
全
く
表
現
さ
れ
な
い
内
容
で

あ
る
が
た
め
、
か
か
る
誤
謬
は
如
何
に
完
全
な
る
、
し
か
も
充

実
し
た
る
い
わ
ば
充
実
強
化
し
た
る
内
部
牽
制
組
織
を
立
案
採

用
す
る
と
し
て
も
之
を
防
止
発
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

　
　
　
（
註
１
２
）

と
さ
れ
得
る
、

　
ま
た
か
か
る
こ
と
は
関
係
従
事
員
が
会
計
事
務
上
の
原
始
記

録
を
何
等
か
の
事
由
に
も
と
ず
き
紛
失
し
、
脱
漏
し
た
る
場
合

に
つ
い
て
も
、
こ
の
誤
謬
は
会
計
事
務
手
続
上
に
は
全
然
表
現

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
内
部
牽
制
の

．
本
質
機
能
を
充
分
に
運
用
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る

と
さ
れ
得
る
。
勿
論
「
事
業
Ｏ
係
員
が
詐
歎
不
正
を
行
い
、
ン
、



■

の
痕
跡
を
か
り
に
隠
蔽
し
歎
鰯
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
１
３
）

は
、
こ
○
内
部
牽
制
組
織
に
よ
っ
て
検
出
し
得
る
」
こ
と
は
勿

論
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
会
計
事
務
手
続
上
に
お
い
て

の
記
帳
誤
謬
や
技
術
誤
謬
は
原
始
誤
謬
に
比
較
し
て
、
原
始
誤

謬
よ
り
以
上
に
こ
の
内
部
牽
制
組
織
を
通
じ
る
こ
と
に
よ
り
防

止
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
大
で
あ
る
と
云
え
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
要
約
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
誤
謬
が
こ
の
内
部

牽
制
組
織
を
通
じ
て
防
止
発
見
さ
れ
う
る
場
合
に
あ
り
て
は
、

そ
の
種
類
は
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
ま
た
そ
の
隈

定
さ
れ
た
る
種
類
と
い
え
ど
も
、
絶
対
的
に
何
時
で
も
確
実
に

防
止
発
見
が
完
壁
に
な
さ
れ
る
も
の
と
は
断
定
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
部
壷
制
組
織
を
採
用
す
る
も
こ
れ
が
機

能
を
及
ぽ
す
こ
と
の
可
能
な
点
は
、
そ
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
１
４
）

こ
れ
却
ち
内
部
牽
制
組
織
の
「
弱
点
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
の
弱
点
を
し
て
会
計
事
務
手
続
上
に
お
い
て
、
真
実
、
正
確

た
ら
し
め
ん
が
た
め
に
と
ら
れ
る
手
設
方
法
が
内
部
監
査
、
会

計
監
査
を
究
極
に
併
せ
必
要
と
す
る
所
以
で
あ
る
一

　
（
ｕ
）
　
内
部
牽
制
組
織
に
就
い
て
注
意
す
べ
き
点
は
次
の
三
点
で
あ

　
　
内
部
牽
制
組
織
の
弱
点
に
。
つ
い
て
（
高
尾
）

　
　
　
ろ
う
っ

　
一
、
日
常
の
事
務
以
外
に
特
別
な
る
仕
事
が
行
わ
る
も
の
に
非
ざ

　
　
　
る
事
、
、

　
二
、
誤
謬
防
止
の
作
用
は
、
会
計
事
務
進
行
の
過
程
内
に
於
て
発

　
　
見
す
る
も
の
な
る
事
つ

　
三
、
こ
の
組
織
は
会
計
当
事
者
白
身
に
．
よ
っ
て
、
違
用
せ
ら
る
る

　
　
　
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
者
の
手
を
煩
わ
す
の
要
な
き

　
　
事
。

　
渡
部
義
雄
・
渡
部
寅
二
著
「
会
計
監
査
」
四
一
頁
。

（
１
２
）
　
伎
込
み
を
伴
な
わ
ぎ
る
誤
謬
の
如
き
は
、
多
く
は
経
営
主
脳

　
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
一
般
の
会
計
事
務
の
流
れ
の
中
に
。
入
リ
来

　
ら
ぎ
る
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
斯
く
の
如
き
誤
謬
を
内
部
牽
制
組
織

　
に
１
よ
っ
て
防
止
す
る
事
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
渡
部
義
雄
・
渡
辺
寅
二
著
「
前
掲
著
書
」
四
二
頁
－
四
三
頁
、
、

（
１
３
）
　
神
馬
新
七
郎
博
士
稿
「
前
掲
諭
文
」
監
査
凹
三
頁
。

（
１
４
）
　
こ
こ
に
。
い
う
弱
点
の
中
に
は
「
日
常
の
事
務
以
外
に
■
特
別
な

　
る
誤
謬
発
見
の
仕
事
が
な
さ
る
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
。
内
部
牽

　
制
組
織
に
よ
っ
て
発
見
し
得
る
誤
謬
は
、
日
常
の
会
計
事
務
と
し

　
て
取
扱
わ
る
る
事
項
に
関
連
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
…

　
・
：
」
も
含
め
て
い
る
ｏ

　
渡
部
義
雄
・
渡
部
寅
二
著
「
前
掲
著
書
」
四
二
頁
。

要
す
る
に
始
め
に
述
べ
た
る
ご
と
く
、
経
営
者
が
ン
、
の
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
（
七
二
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
六
号
）

　
を
最
も
合
理
的
に
運
営
す
る
が
た
め
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

所
有
財
産
を
保
全
管
理
し
、
事
業
目
的
に
対
し
適
確
に
し
か
も
、

．
最
大
限
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
本
来
の
目
標
に
合
敦

峯
一
言
～
長
さ
せ
る
と
と
も
に
、
他
に
は
会
計
性
本
来
の
記
録
、

　
　
　
　
　
　
（
註
１
５
）
　
　
　
　
（
註
１
６
）

計
算
、
整
理
、
報
告
が
企
業
会
計
、
税
務
会
計
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
適
正
な
る
会
計
手
続
が
な
さ
れ
て
、
さ
ら
に
事
務
能
率
の

向
上
を
は
か
る
よ
う
企
図
促
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
こ
れ
が
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
従
事
員
に
お
い
て
勝

手
な
記
録
、
任
意
な
処
理
な
ど
が
出
来
な
い
制
度
の
反
面
に
お

　
い
て
、
そ
の
制
度
の
中
に
再
吟
味
を
、
自
動
的
検
証
を
行
う
こ

と
に
よ
り
そ
の
正
確
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
事
業
経
営
の
健

全
円
滑
な
る
発
展
上
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
一
方

法
と
し
て
採
用
さ
れ
る
も
の
が
、
繰
返
し
述
べ
た
よ
う
に
内
部

牽
制
組
織
で
あ
る
が
、
こ
の
組
織
は
あ
る
意
味
で
究
極
的
に
は

　
「
責
任
の
分
割
制
」
で
あ
る
、
こ
の
組
織
が
最
高
度
に
、
適
正

的
に
機
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
な
制
度
、
場
合
で
あ
る
と
し
て

も
誤
謬
、
虚
偽
ｏ
発
生
、
幸
二
．
」
は
詐
欺
不
正
を
行
わ
ん
と
す
る

機
会
ヤ
、
そ
の
間
隙
を
全
面
的
に
防
止
発
見
せ
ん
と
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
（
七
三
〇
）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
内
部
牽
制
組
織
自
体
に
も
既
述
の
ご
と
き

「
弱
点
」
が
実
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
企
業
経
営
内
部
の
誤
謬

の
発
生
を
絶
無
な
ら
し
む
る
こ
と
は
あ
る
程
度
困
難
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
企
業
経
営
上
の
誤
謬
を
あ
る

程
度
、
あ
る
種
類
に
つ
い
て
勘
な
く
す
る
こ
と
に
は
、
か
か
る

内
部
牽
制
組
織
の
制
度
を
充
実
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

で
あ
る
が
、
そ
の
全
き
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
ｃ

　
こ
れ
要
す
る
に
信
用
政
策
や
納
税
政
策
目
的
な
ど
の
見
地
か

ら
経
営
首
脳
陣
に
よ
る
全
く
会
計
事
務
手
続
上
表
現
さ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
１
７
）

内
容
が
含
ま
れ
る
が
故
で
あ
る
。
こ
の
内
部
牽
制
上
の
弱
点
を

補
う
も
の
と
し
て
採
ら
れ
る
方
法
こ
そ
監
査
＞
己
ま
（
こ
こ

で
は
・
王
と
し
て
内
部
監
査
；
雪
量
Ｈ
≧
一
睾
¢
）
ノ
し
あ
り
、
こ
の

監
査
が
併
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
内
部
牽

制
組
織
は
会
計
事
務
手
続
上
の
ン
、
の
過
程
中
に
お
い
て
、
そ
の

機
能
（
吟
味
）
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
監
査
は
そ
れ
と

全
く
立
場
が
相
反
し
、
か
か
る
会
計
事
務
手
続
上
の
結
果
に
お

い
て
、
い
わ
ば
完
成
さ
れ
た
後
ｏ
記
録
を
た
ど
っ
て
そ
の
機
能

（
吟
味
）
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
、
散
に
会
計
手
続
の
過
程



（
内
部
牽
制
組
織
に
よ
る
検
証
）
と
そ
の
緒
果
（
内
部
監
査
）

を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
弱
点
」
は
補
正
さ
れ
、
誤
謬
は

絶
無
的
、
皆
無
的
な
方
向
へ
止
揚
さ
れ
会
計
事
務
手
続
上
の
正

確
性
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
１
５
）
　
企
業
会
計
に
１
よ
っ
て
会
計
手
続
が
適
正
に
行
わ
れ
る
に
は
、

　
　
企
業
会
計
原
則
、
財
務
諾
表
準
則
、
同
規
則
及
財
務
表
取
扱
要
領

　
　
に
．
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
１
６
）
　
作
成
目
的
が
課
税
標
準
（
税
務
計
算
）
に
．
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
規
法
特
に
．
法
人
税
法
、
同
施
行
規
則
、
同
施
行
紬
則
、
同
取
扱
通

　
　
達
な
ど
に
準
拠
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
な
拍
企
業
会
計
と
税
務
会
計
の
若
干
の
対
立
に
１
つ
い
て
は
（
拙
稿

　
　
「
税
務
会
計
上
の
一
考
察
」
立
命
館
経
済
学
第
二
巻
第
三
号
参
照
）

　
（
１
７
）
　
経
営
者
が
経
営
政
策
上
（
対
信
用
上
、
対
課
税
上
、
対
株
主

　
　
総
会
上
な
ど
）
に
１
拍
い
て
、
政
策
の
考
慮
の
た
め
に
１
事
実
の
真
実

　
　
な
る
表
示
を
ゆ
が
め
て
な
さ
れ
た
場
合
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、
然

　
　
ら
ぎ
る
場
合
は
当
然
無
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
経
営

　
　
老
が
そ
う
で
あ
ら
う
と
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

内
部
牽
制
組
織
の
弱
点
に
つ
い
て
（
高
尾
）

八
九
（
七
三
一
）


